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環境政策の立案プロセス 
～ＰＲＴＲ法とフロン回収・破壊法を例に～ 

慶応義塾大学環境情報学部教授  

太田 志津子 

２０１１．８．３０ 

環境社会学特別講義 公開講演会 

内 容 

１．環境政策の立案プロセス 

２．ＰＲＴＲ法の制定経緯 

３．フロン回収・破壊法の制定経緯 
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法律の種類 

閣法 
  内閣が法律案を国会に提出して行う立法 

＜例＞特定化学物質の環境への排出量の把握等及び
管理の改善の促進に関する法律（ＰＲＴＲ法） 

 

議員立法 
  国会議員による立法  

    衆法：衆議院議員提出法案 

    参法：参議院議員提出法案  

＜例＞特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実
施の確保等に関する法律（フロン回収・破壊法）     
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１．環境政策の立案プロセス 
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環境政策の立案プロセス 
～政策課題の発見から政策の実現まで～ 

１．問題の発見・認識（調査事業、事故など） 
２．解決に向けた基本案作り 
 ・シンクタンクを活用した調査・分析 
 ・有識者検討会や審議会での議論 
 ・モデル的取組・実証事業の実施 
３．様々な関係者（他省庁、地方自治体、 
  企業、NPO等）との調整 
４．国会議員との調整 
５．外国政府・国際機関との調整 

環境政策の実行・実社会の変化 

①設計・
開発 

②営業 
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ステークホルダーとの調整 
 

企業 

   ・企業成長への悪影響阻止 

   ・企業努力の適正な評価 

   ・コストの最小化 

 

他省庁 

     ・所管業界への影響緩和 

     ・所管業界の振興 

     ・新制度での権限獲得 

NGO・有識者・マスコミ 

  ・制度設計の提案 

  ・国内外での情報収集・発信 

地方自治体 

    ・制度創設への要望 

    （地域活性化などの観点） 

    ・自治体としての関与 

環境省 
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２．ＰＲＴＲ法の制定経緯 
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ＰＲＴＲ法 

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理
の改善の促進に関する法律」（平成11年法律第86号） 

＜略称：「化学物質排出把握管理促進法」、「化管法」、
「PRTR法」＞ 

 
 

 

 

 

 8 

事業者及び国民の理解のもとに、 
ＰＲＴＲ制度及びＭＳＤＳ制度を導入 

○事業者による化学物質の自主的な管理の改善の促進 
○環境の保全上の支障の未然防止 

ＰＲＴＲ法の概要 

第１章 総則 
第２章 第一種指定化学物質の排出量等の把握 
     （ＰＲＴＲ制度） 
第３章 指定化学物質等取扱事業者による情報の 
      提供等 
     （ＭＳＤＳ制度） 
第４章 雑則 
第５章 罰則 
附 則 
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ＰＲＴＲ制度とは？ 

 Pollutant Release and Transfer Register 
（化学物質排出移動量届出制度）の略称。 

 
 有害性のある多種多様な化学物質が、
どのような発生源から、どれくらい環境に
排出されたか、あるいは廃棄物に含まれ
て事業所の外に運び出されたかという
データを把握し、集計し、公表する仕組み。 

ＭＳＤＳ制度とは？ 

Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｓａｆｅｔｙ Ｄａｔａ Ｓｈｅｅｔ 

（化学物質等安全データシート）の略称。 

 

有害性のおそれのある化学物質及びそ
れを含有する製品を他の事業者の譲渡、
提供する際に、化学物質等の性状及び
取扱いに関する情報の提供を義務付け
るもの。 
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ＰＲＴＲ制度の仕組み 

対象としてリストアップされた化学物質を製造・使用し
ている事業者は、環境中への排出量及び廃棄物や
下水として事業所の外へ移動させた量を自ら把握し、
行政機関に年に１回届け出る。 

– 第一種指定化学物質（462物質） 

 

 行政機関は、そのデータを 

 整理・集計し、また、家庭や農地、自動車などから排
出されている対象化学物質の量を推計して、２つの
データを併せて公表する。 

図の出所）ＰＲＴＲデータを読み解くための市民ガイドブック  

ＰＲＴＲ制度導入の背景 

我が国の化学物質対策の現状 
 （様々な化学物質の使用による環境汚染の懸念、 
  厳格な法規制を中心とする従来の環境規制の 
  限界→新しい手法導入の必要性） 
国際的動向 

 （欧米の先進的取組、アジェンダ２１、リオ宣言、
OECD理事会勧告） 
産業界における自主的取組 

 （経団連の自主的な取組、日化協のレスポンシブ
ルケアの推進） 
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国際的動向①先進的取組 

＜オランダ＞ 
・ 国の環境政策の進捗状況の監視などを行うため、

1974年に「排出目録制度」を導入。その後様々な改善
が加えられPRTR制度として発展。 

＜米国＞ 
・ 1984年にインドのボパールで化学工場の事故（死者

2000人以上）発生。その後、米国ウェストバージニア
州の同じ企業の工場で同様の漏洩事故発生。 

・ 化学物質がどこでどのくらい使われ、排出されている
のかを地域住民は知る必要があるという世論が高ま
り、1986（昭和61）年に「有害物質排出目録（ＴＲＩ）」制
度導入。（最初の本格的なPRTR制度） 
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国際的動向②導入の普及 

• 1992年、国連環境開発会議（地球サミット）で

採択された「アジェンダ２１」、「リオ宣言」にＰ
ＲＴＲの位置づけ、背景となる考え方が盛り込
まれる。 

• 1996年2月、経済開発協力機構（OECD）が加
盟国に対しＰＲＴＲ導入理事会勧告。  

 →加盟国は、1999年2月までに取組状況を報
告 
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○包括的化学物質対策検討会 

・１９９６年 設置 

・１９９６年６月「包括的化学物質対策検討会取りまとめ」 

（PRTRシステムの仕組み、利点、導入に当たっての課題
等を整理） 

○ＰＲＴＲ技術検討会 

・１９９６年１０月 設置 

・１９９７年５月「ＰＲＴＲ技術検討会報告書」 

 （PRTRパイロット事業の実施要綱及び排出量推計マ
ニュアルについての検討結果とりまとめ） 
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環境庁における検討①検討会 環境庁における検討②パイロット事業(1) 

目的： 

 我が国におけるPRTR制度導入に当たっての技術的な
問題点等の検証及びステークホルダーのPRTRについ
ての理解を深める。 

実施期間：1997年度～2001年度 

事業内容： 

 対象地域内の事業者に対し、自治体を通じて 

  ・化学物質の排出量・移動量の報告 

  ・アンケート及びビアリング調査 

 環境省において、 

  ・対象事業所以外の発生源からの排出量の推計 

18 
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環境庁における検討②パイロット事業(2) 

対象地域、対象事業所数、対象物質数 
年度 対象地域 対象事業者数 対象物質数 

1997年度 ２地域（神奈川県地域、愛知県地域） 1,818事業所 178物質 

1998年度 ３地域（神奈川県地域、愛知県地域、福
岡県地域） 

2,040事業所 176物質 

1999年度 １３都道府県市（全域又は一部の地域） 8,425事業所 176物質 

2000年度 ３０都道府県市（全域又は一部の地域） 16,149事業所 354物質 

2001年度 ２９府県市（全域又は一部の地域） 11,602事業所 354物質 

 結果の公表 
・1998年5月 1日 「（平成9年度）PRTRパイロット事業中間報告」 
・1998年9月 4日 「（平成9年度）PRTRパイロット事業評価報告書」 
・1999年8月12日 「平成10年度PRTRパイロット事業報告書」 
・2000年8月25日 「平成11年度PRTRパイロット事業報告書」 
・2001年8月22日 ｢平成12年度PRTRパイロット事業報告書」 
・2002年6月11日 「平成13年度PRTRパイロット事業報告書」 
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産業界における取り組み 

 （社）経済団体連合会における取組み 
・１９９６年１１月：環境安全委員会の下部組織大気・水質等タス

クフォースにおいて、わが国におけるＰＲＴＲ制
度導入のあり方について検討開始。 

・１９９７年４ 月：『「PRTR（環境汚染物質排出・移動登録）制
度」導入についての見解』発表 

・１９９７年 ６月：PRTR作業部会を新設。対象物質の選定、マ
ニュアルの作成等、制度構築の準備を開始 

・１９９７年１２月：第一回調査を開始 
・１９９８年 ６月：PRTR調査結果報告 

 （社）日本化学工業会における取組み 
・１９９５年 ：レスポンシブルケア（RC）活動を推進するため、 
        日本レスポンシブルケア協議会（ＪＲＣＣ）設立 
・１９９７年度：自主的なＰＲＴＲ排出量把握検討を本格開始 
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中央環境審議会での審議 
 1998年7月15日 

  環境庁長官から中央環境審議会に「今後の化学物質による環
境リスク対策の在り方について」諮問 

 

 1998年7月24日～11月30日 

  審議を付議された環境保健部会において、５回にわたる審議、
参考人意見聴取（懇談会）の実施 

 

 1998年10月16日～11月15日 
  中間答申案に対するパブリックコメントの実施 (124通提出） 
 

 1998年11月30日 

  中央環境審議会会長から環境庁長官に「今後の化学物質によ
る環境リスク対策の在り方について（中間答申）－我が国にお
けるPRTR（環境汚染物質排出移動登録）制度の導入－」中間答
申  
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ステークホルダーとの調整 
 

企業 

   ・企業成長への悪影響阻止 

   ・企業努力の適正な評価 

   ・コストの最小化 

 

他省庁 

     ・所管業界への影響緩和 

     ・所管業界の振興 

     ・新制度での権限獲得 

NGO・有識者・マスコミ 

  ・制度設計の提案 

  ・国内外での情報収集・発信 

地方自治体 

    ・制度創設への要望 

    （地域活性化などの観点） 

    ・自治体としての関与 

環境省 
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法律案審議の流れ（衆議院先議の場合） 
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出所）
http://www.shu
giin.go.jp/itdb_a
nnai.nsf/html/st
atics/kokkai/kok
kai_gian2.htm?
OpenDocument 

国会での審議経過 
1999年 
3月16日：法案閣議決定。国会に提出（衆議院先議） 
4月 1日：衆議院商工委員会に付託 
4月27日、5月14日、18日、19日：商工委員会で審議 
5月14日、18日：商工委員会環境委員会連合会で審査 
5月21日：商工委員会で公明・改革クラブ提出修正案可決 
      衆議院本会議で一部修正法案可決。参議院送付 
5月26日：参議院国土・環境委員会に付託 
6月8日、10日、29日：国土・環境委員会で審議 
7月 1日：国土・環境委員会経済・産業委員会連合審査会 
      で審査 
7月 6日：国土・環境委員会で可決 
7月 7日：参議院本会議で可決・成立 
7月13日：公布 
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公明党・改革クラブ修正案のポイント 

①ＰＲＴＲ制度における都道府県の関与の在り方 

  営業秘密の判断や排出量の集計等は直接国
が行う一方で、排出量等の届出は都道府県経
由で行うよう変更（第５条第３項） 

②対象物質の選定の考え方 

 人の健康に係る被害等が未然に防止されるよう
十分配慮して対象物質の選定することを明記
（第２条第４項）  

③制度見直しまでの期間 

  法施行後１０年→７年（附則第３条） 
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ＰＲＴＲ法成立から施行まで 

• 1999年7月「特定化学物質の環境への排出

量の把握等及び管理の改善の促進に関する
法律」成立・公布 

• 2001年度～ 対象事業者による対象化学物
質の環境中への排出量等の把握 

• 2002年度～ 対象事業者により排出量等の
届出 

• 2002年度末～ 集計結果の公表 
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３．フロン回収・破壊法の制定経緯 

27 

フロンとは？ 

• フッ素と炭素の化合物であるフルオロカーボ
ンが正式名称。ＣＦＣ（クロロフルオロカーボ
ン），ＨＣＦＣ（ハイドロフルオロカーボン），ＨＦ
Ｃの３種類がある。 

• 不燃性、化学的に安定、液化しやすい、人体
に毒性がないといった性質を有するため、冷
媒、断熱材の発泡、洗浄剤、エアゾールなど
様々な用途に活用。 
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フロンから代替フロンへの転換 

29 出所）http://www.env.go.jp/earth/ozone/sympo/img/minamikawa.pdf 

フロン類のオゾン層保護・地球温暖化防止施策 

30 

オゾン層保護 
モントリオール議定書（1988.9批准） 

オゾン層破壊物質：特定フロン等
（CFC,HCFC等） 

地球温暖化防止 
京都議定書（2002.6批准） 

温室効果ガス：代替フロン等3ガス
（HFC,PFC,SF6) 

 
オゾン層保護法 
（1988.5） 

 
 
 
 
 

フロン回収・破壊法 
（2002.4） 

家電リサイクル法 
（1998.10） 

自動車リサイクル法 
（2005.1） 

 
 
 
 
 

地球温暖化推進大綱 
（2002.5） 

↓ 

京都議定書目標達成
計画 

（2005.4） 

特定フロン等の段階
的生産・輸入廃止 

製品からのフロン類
の回収 

代替フロン等３ガス
の排出抑制 
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オゾン層保護とモントリオール議定書 

31 出所）http://www.env.go.jp/earth/ozone/sympo/img/minamikawa.pdf 

モントリオール議定書への日本の対応 
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出所）
http://www.env.go.jp/earth/ozone/sy
mpo/img/minamikawa.pdf 

日本におけるフロンの出荷量の推移 
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フロン回収・破壊の取り組み 
平成４年１１月：「オゾン層を破壊する物質に関するモン
トリオール議定書第４回締約国会合」において、ＣＦＣ
等の回収・再利用・破壊を促進すべきことが決議。 

平成６年４月：関係１８省庁による「オゾン層保護対策推
進会議」設置 

平成７年６月：オゾン層保護対策推進会議「ＣＦＣ等の回
収・再利用・破壊の促進について」取りまとめ。これに
基づき、自主的なフロン回収を実施 

平成８年５月：環境庁「ＣＦＣ破壊処理ガイドライン」策定 

平成９年９月：オゾン層保護対策推進会議「ＣＦＣ等の回
収・再利用・破壊の促進について」取りまとめ 

34 

機器別のＣＦＣ回収状況(平成１１年度） 

35 

機器の種類 回収量 回収率 
（重量ベース） 

家庭用 
冷蔵庫 

９８ｔ ２７％ 

業務用冷凍
空調機器 

６５１ｔ ５６％ 

カーエアコン ２０２ｔ 
（回収・破壊量） 

１８％ 
（回収・破壊率） 

出所）ttp://www.env.go.jp/press/press.php?serial=1385 

フロン規制の国内法 

○オゾン層保護法（S63.5） 

 ・ＣＦＣ，ＨＣＦＣの生産規制 

 ・排出抑制努力義務（排出禁止ではない） 

○家電リサイクル法（H10.6公布） 

  ・ルームエアコン、家庭用冷蔵庫の冷媒フロン回収（H13.4～） 

  ・家庭用電気冷凍庫冷媒フロン、断熱材フロン回収（H16.1～） 

○フロン回収・破壊法（H13.6公布） 

  ・第1種特定製品 業務用冷凍空調機器の冷媒フロン回収
（H14.4～） 

  ・第2種特定製品 カーエアコンの冷媒フロン回収（H14.10～） 

○自動車リサイクル法（H14.7公布） 

  ・カーエアコンの冷媒フロン回収（H17.1～） 
36 

移行 
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フロン回収・破壊法の概要 

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する
法律（フロン回収・破壊法） 

  ＜平成１３年６月制定（議員立法＞ 
目的： 

 ユーザー、フロン類回収業者、フロン類破壊業者などがそれぞれの
役割分担の下、適切にフロンの回収・破壊処理を進め、フロン使用
機器の廃棄に伴って使用されていたフロン等が大気中に放出され
ないようにすること 
対象機器： 
  自動車のカーエアコンと業務用冷凍空調機器 
対象物質： 
  冷媒として使用されているＣＦＣ，ＨＣＦＣ，ＨＦＣ 

※ カーエアコンの冷媒フロンの回収は、平成１７年１月より自動車リ
サイクル法に移行） 
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フロン回収・破壊法のシステム及び回収状況 

38 
出所）http://www.env.go.jp/earth/ozone/sympo/img/minamikawa.pdf 

自民党における検討 

○自民党環境部会（部会長：山本公一議員）で
の検討 

  H12.2～ 

※NGO（ストップ・フロン全国連絡会）の立法作
業への参加 

※えひめ丸事件（H13.2.10） 

※自民党商工部会とのバトル 
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国会での審議経過 
2001年 

6月 8日：衆議院環境委員長法案提出（衆法） 

6月12日：環境委員会で可決 

      衆議院本会議で可決、参議院送付 

6月13日：参議院環境委員会に付託 

6月14日：環境委員会で可決 

6月15日：参議院本会議で可決・成立 

6月22日：公布 
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